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１．省エネ法の関連規定概説 ①省エネ法、トップランナー基準

エネルギーの使用の合理化に関する法律エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）は、石油危機を契機として昭和54年に、「内外の
エネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・事業場、輸送、
建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ず
る」ことなどを目的に制定されました。

※廃棄物からの回収エネルギーや風力、太陽光等の非化石エネルギーは対象となりません。

省エネ法におけるエネルギーとは・・・
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工場・事業場

事業者単位の規制体系の導入

○第一種エネルギー管理指定工場
（ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量3,000kl/年）
・ｴﾈﾙｷﾞｰ管理者の選任義務
・中長期計画の提出義務
・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の定期報告

○第二種エネルギー管理指定工場
(ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量1,500kl/年）
・ｴﾈﾙｷﾞｰ管理員の選任
・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の定期報告

運 輸

前回改正時に新設
（H19年度から定期報告開始）

○特定輸送事業者（貨物・旅客）
（保有車両数 ﾄﾗｯｸ200台以上、
鉄道300両以上等）
・中長期計画の提出義務
・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の定期報
告

○特定荷主
（年間輸送量が3000万ﾄﾝｷﾛ以
上）
・計画の提出義務
・委託輸送に係るｴﾈﾙｷﾞｰ使用状
況等の定期報告

住宅・建築物 機械器具に係る措置

判断断基準の公表
（トップランナー基準）
・乗用自動車、ｴｱｺﾝ、ﾃﾚﾋﾞ等２
３機器について、それぞれの
機器の現在商品化されてい
る製品のうち最も優れている
機器の性能以上にすること
を求める。
・２３機器について製品やカタ
ログ等にエネルギー消費効
率等を表示することを義務
付けている。
・今後、業務用冷蔵庫・ショー
ケース等について新たに検
討中。

一般消費者への情報提供
・電力・ガス会社等による省エ
ネ機器普及や情報提供事業
の実施と実績の公表
・家電等の小売業者による店
頭での分かりやすい省エネ
情報（年間消費電力、燃費
等）の提供
・建築物の販売業者又は賃貸
業者による省エネ性能（断
熱性能等）の情報提供の努
力義務を明示

情報提供

○特定事業者
工場等において一定以上のエネ
ルギーを使用している者に対する
エネルギー管理を義務化

○特定連鎖化事業者
フランチャイズチェーンについても
一事業者としてとらえ規制導入
業務部門におけるエネルギー使用
量ベースのカバー率が大幅に拡大

改正

住宅・建築物に係る対策の強化
○特定建築物→第一種特定建築物
（延べ床面積2,000㎡以上）
・ 特定建築物について、新築、大規
模改修を行う建築主等の、所管行
政庁への省エネ措置の届出義務
・ 判断基準に照らし著しく不十分で
あるとき所管行政庁の指示・公表
→命令、罰則の追加

・ 届出した者について、定期の維
持保全状況の報告義務

○第二種特定建築物
・一定の中小規模の建築物（延べ床
面積300㎡以上）に係る届出義務・
維持保全報告義務

→著しく不十分であるときは勧告

○登録建築物調査機関による調査
・調査の結果、維持保全状況が判断
基準に適合すると認める建築物に
ついて、維持保全の報告を免除

・登録講習機関による調査員の講習

○住宅事業建築主に係る措置

・住宅を建築し販売する事業者に対
し、特定住宅の省エネ性能向上を
促す措置を導入（多数の住宅を建
築・販売する者には、勧告、命令
等による担保）。

○建築物の設計・施工者に対し省エ
ネ性能の向上・表示を指導・助言

・エネルギー管理統括者等の選任
義務
・中長期計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の定期報
告

※業種毎の状況や複数事業者が共同で
行う取組を総合的に評価することを規定。
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◆具体的な義務付けの内容としては、製造事業者等は、個別の機器ごとに定めた
目標年度において、出荷した製品のエネルギー消費効率と出荷台数の加重平
均値を算出し、製品区分ごとに設定された基準値を上回らなければなりません。

※「製造事業者等」＝エネルギーを消費する機械器具の製造又は輸入を反復継続して行う者。また、
委託による製造又は輸入の場合は、原則として委託元が対象者となる。

○自動車やエアコンなど国内において大量に使用され、かつ、エネルギーを相当量消費しているような機
器（特定機器）に対して、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れている機器
の性能等を勘案した基準（トップランナー基準）を定め、それらの製造事業者等に対して当該基準を達
成するようエネルギー消費効率の向上を義務付けています。

○これにより家庭等で使用される機器の効率向上・普及を図り運輸部門や家庭部門のエネルギー消費
量を抑制し世界最高水準のエネルギー効率を実現することを目指しています。

特定機器（２３機器）

１．乗用自動車

２．貨物自動車

３．エアコンディショナー

４．テレビジョン受信機

５．ビデオテープレコーダー

６．蛍光灯器具

７．複写機

８．電子計算機

９．磁気ディスク装置

１０．電気冷蔵庫

１１．電気冷凍庫

１２．ストーブ

１３．ガス調理機器

１４．ガス温水機器

１５．石油温水機器

１６．電気便座

１７．自動販売機

１８．変圧器

１９．ジャー炊飯器

２０．電子レンジ

２１．ＤＶＤレコーダー

２２．ルーティング機器

２３．スイッチング機器
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■トップランナー基準とは■トップランナー基準とは



(1) 目標基準値（基準エネルギー消費効率）：
製造事業者等が達成しなければならない機器の「エネルギー消費効率」に関する目標基準値。
いわゆる「トップランナー方式」という考え方に基づき、エネルギー消費効率が最も優れている製品の
値を基本として目標基準値を決定。

(2) 区分：
同一の目標基準値を達成することが求められる製品区分（製品群）。

(3) 目標年度：
目標基準値の達成に向けた目標となる期限（年度）。
機器の開発期間、将来の技術発展の見通し等を勘案して設定。

(4) 基準値の達成判定方法：
目標年度において、目標基準値に達成しているかどうかの判断は、製造事業者等ごとに、区分ごとに
加重平均方式により行う。

(5) 測定方法：
測定方法については、主としてＪＩＳ規格を準用。

(6) 表示：
カタログ、機器本体等に機器のエネルギー消費効率を表示することを義務づけ。

■省エネ法におけるトップランナー基準に関する主な規定■省エネ法におけるトップランナー基準に関する主な規定
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■■特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等 ～～１．１．判断の基準～判断の基準～
ディー・ブイ・ディー・レコーダーの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

１ 判断の基準

(1) エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令（昭和54年政令第267号）第21条第21号に掲げるディー・ブイ
・ディー・レコーダー（以下「ＤＶＤレコーダー」という。）であって、デジタル放送受信機を内蔵してい
ないもの（以下、「地デジ非対応ＤＶＤレコーダー」という。）の製造又は輸入の事業を行う者（以下「製
造事業者等」という。）は、目標年度（平成20年４月１日に始まり平成21年３月31日に終わる年度）以降の
各年度において国内向けに出荷する地デジ非対応ＤＶＤレコーダーのエネルギー消費効率（３に定める方法
により測定した数値をいう。以下同じ。）を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した
数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率（同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる
算定式により算定した数値をいう。ただし、ビデオテープレコーダーのみを有するものにあっては、同表の
右欄に掲げる数値をいう。）を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値を上回らな
いようにすること。

備考１ 「デジタルネットワーク端子」とは、ｉＬｉｎｋ、ＵＳＢ、ＬＡＮ、ＨＤＭＩをいう。

２ Ｅ及びＣは、次の数値を表すものとする。

Ｅ：基準エネルギー消費効率（単位 キロワット時毎年）

Ｃ：ＨＤＤの記憶容量（単位 ギガバイト）

区分

基準エネルギー消費効
率又はその算定式

付属の録画装置 チューナー及び信号変換機能 付加端子 区分名

磁気ディスク装置（以下「ＨＤＤ」という。

）のみを有するもの

基本仕様のもの デジタルネットワーク端子を有しないもの Ａ Ｅ＝0.02Ｃ＋45

デジタルネットワーク端子を有するもの Ｂ Ｅ＝0.02Ｃ＋49

チューナーを複数有するもの デジタルネットワーク端子を有しないもの Ｃ Ｅ＝0.02Ｃ＋55

デジタルネットワーク端子を有するもの Ｄ Ｅ＝0.02Ｃ＋60

ＭＰＥＧエンコーダーを複数有するもの デジタルネットワーク端子を有しないもの Ｅ Ｅ＝0.02Ｃ＋63

デジタルネットワーク端子を有するもの Ｆ Ｅ＝0.02Ｃ＋68

ビデオテープレコーダー（以下「ＶＴＲ」と

いう。）のみを有するもの

基本仕様のもの デジタルネットワーク端子を有しないもの Ｇ Ｅ＝39

デジタルネットワーク端子を有するもの Ｈ Ｅ＝44

チューナーを複数有するもの デジタルネットワーク端子を有しないもの Ｉ Ｅ＝39

デジタルネットワーク端子を有するもの Ｊ Ｅ＝54

ＨＤＤ及びＶＴＲを有するもの 基本仕様のもの デジタルネットワーク端子を有しないもの Ｋ Ｅ＝0.02Ｃ＋58

デジタルネットワーク端子を有するもの Ｌ Ｅ＝0.02Ｃ＋63

チューナーを複数有するもの デジタルネットワーク端子を有しないもの Ｍ Ｅ＝0.02Ｃ＋68

デジタルネットワーク端子を有するもの Ｏ Ｅ＝0.02Ｃ＋73

ＭＰＥＧエンコーダーを複数有するもの デジタルネットワーク端子を有しないもの Ｐ Ｅ＝0.02Ｃ＋76

デジタルネットワーク端子を有するもの Ｑ Ｅ＝0.02Ｃ＋81

「目標年度」を規定しており、例では平成
２０年度となっている。
また、「以降の各年度」としているとおり、
目標年度が過ぎても、基準を達成する必
要がある。

「区分名」ごとに出荷台数を加重平均して
達成を判断。表示事項において規定する
区分名とはこのアルファベットの表示を指
す。

「基準」には数値のもの、エネルギー消費
効率に影響を及ぼす機能等を変数とした
基準式のものがあるため、後者は同区分
であっても製品毎に基準値が異なる。
・基準式の計算例

（ＨＤＤの記憶容量500GBの場合）
E=0.02C+68

=0.02×500（GB）+68
=78(kWh/年) ※計算の単位に注意

製品がどの区分であるかを確認する際に
は備考に関連する情報が付加されている
ことに留意。

本表に規定する区分、基準値を誤ってい
ると、省エネ基準達成率等、大きな誤りに
つながるため、注意が必要。
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■■特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等
～表示事項等～表示事項等、、エネルギー消費効率の測定方法～エネルギー消費効率の測定方法～

基準式において変数としている値につい
ては表示事項に含めている。

「エネルギー消費効率」を表示する際の
有効数字、単位を規定。
また、表示されたエネルギー消費効率の
許容値についても、ここで規定しているも
のがある。

測定方法、測定結果からエネルギー消費
効率を計算する際の式、測定条件等を規
定。ただし、多くの測定方法では日本工
業規格（ＪＩＳ）を準用している。

表示事項については、在庫品や印刷等
に時間を要することから、必要に応じて経
過措置を設け、表示の切替えに必要な時
間の猶予を与えている。

家庭用品品質表示法において定める機
器は本告示では規定していない。

表示事項の記載場所を規定。
例では、カタログ及び取扱説明書への記
載を義務付けている。
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○省エネ法では、特定機器のエネルギー消費効率は、下表のとおり、それぞれの機器の特性に応じて規定
しています。

9

備考
表示方法 単位

2010
ガソリン乗用車、ディーゼル乗用車、小型バス、路線
バス、一般バス

2015 ＬＰガス乗用自動車
2010 家庭用、冷暖房兼用、直吹き壁掛け形 
2012 家庭用、冷暖房兼用、直吹き壁掛け形以外のもの
2015 業務用、冷暖房兼用

蛍光ランプのみを主光源とす
る照明器具

2005 エネルギー消費効率 lm※１/Ｗ

2003 ブラウン管
2008 液晶・プラズマ

複写機 2006 エネルギー消費効率 Wh 乾式間接静電式
電子計算機 2007 エネルギー消費効率 Ｗ/MTOPS※２ サーバ型、クライアント型
磁気ディスク装置 2007 エネルギー消費効率 Ｗ/ＧＢ

※３ 単体ディスク、サブシステム
貨物自動車 2015 燃費値 ｋｍ/Ｌ ガソリン貨物車、ディーゼル貨物車、トラック、トラクタ
ビデオテープレコーダー 2003 待機時消費電力 Ｗ
電気冷蔵庫 2010 年間消費電力量 kWh/年 冷凍冷蔵庫含む
電気冷凍庫 2010 年間消費電力量 kWh/年
ストーブ 2006 エネルギー消費効率 ％ ガスストーブ、石油ストーブ

2006 ％ こんろ部
2008 Wh グリル部、オーブン部
2006 ガス瞬間湯沸器・ガスふろがま
2008 ガス暖房機器

石油温水機器 2006 エネルギー消費効率 ％ 石油給湯器、石油ふろがま、石油暖房機器
電気便座 2012 年間消費電力量 kWh/年 温水洗浄便座、暖房便座
自動販売機 2012 年間消費電力量 kWh/年 飲料用

2006 油入式
2007 モールド式

ジャー炊飯器 2008 年間消費電力量 kWh/年
電子レンジ 2008 年間消費電力量 kWh/年 単機能レンジ、オーブンレンジ

2008 地デジ非対応のもの
2010 地デジ対応のもの

ルーティング機器 2010 消費電力 Ｗ 小型ルーター
スイッチング機器 2011 エネルギー消費効率 W/(Gbit/s※４) Ｌ２スイッチ
※１　ｌｍ：ルーメン（光束の単位） ※2　MTOPS：メガ演算（複合理論性能の単位）
※3　GB：ギガバイト ※4  Gbit/s：ギガビット毎秒 （2009年7月現在）

テレビジョン受信機

ガス調理機器 エネルギー消費効率

特定機器 目標年度

エアコンディショナー ―

乗用自動車

エネルギー消費効率

変圧器

％エネルギー消費効率

ディー・ブイ・ディー・レコー
ダー

年間消費電力量

ガス温水機器

エネルギー消費効率

kWh/年

燃費値

kWh/年

W

年間消費電力量

通年エネルギー
消費効率
（APF）

ｋｍ/Ｌ

１．省エネ法の関連規定概説 ②判断の基準



○特定機器については、その製品に係る製造事業者等は、消費者が購入する際にエネルギー消費
効率に関する情報を取得できるように指定された表示（品名、エネルギー消費効率、製造事業者等
名等）を行うことが法律において規定されています。
○表示事項は機器毎の判断基準（告示）において規定しており、「エネルギー消費効率（年間消費電
力等）」、「製造事業者等の氏名又は名称」は全ての機器で表示事項となっています。また、その他
に基準エネルギー消費効率を判別するために必要となる事項についても表示を求めており、２３機
器について表示事項が定められています。

※家庭用品品質表示法（品表法）第２条第１項第１号に規定されている家庭用品（テレビ、電気冷蔵庫、家庭用エアコン等）については、
同法にて表示事項を規定してます。 詳しくは、家庭用品品質表示法のホームページをご確認下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/hinpyo/
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電気冷蔵庫の例 ガス給湯器の例

１．省エネ法の関連規定概説 ②機器の表示義務

■機器の表示義務について■機器の表示義務について



■■機器の表示機器の表示事項・場所事項・場所についてについて

11

性能表示のあるカタログ及び機器
本体

品名又は形名、区分名(石油ストーブに限る。)、最大燃料消費量(石油ストーブであって半密閉式
のもののうち放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5リットル毎時を超えるものに限
る。) 、エネルギー消費効率、製造事業者等の氏名又は名称

ストーブ

機器本体品名及び形名、定格内容積、エネルギー消費効率、外形寸法、製造事業者等の氏名又は名称電気冷凍庫

機器名 表示事項 表示場所

エアコンディショナー
品名及び形名、区分名、冷房能力、冷房消費電力、暖房能力、暖房消費電力、通年エネルギー消費
効率、製造事業者等の氏名又は名称

消費者の見やすい箇所。
ただし、使用上の注意については

本体又は取扱説明書

蛍光灯ランプのみを主光源と
する照明器具

品名及び形名、蛍光ランプの形式、全光束、消費電力、エネルギー消費効率、製造事業者等の氏名
又は名称

カタログ

テレビジョン受信機
年間消費電力量、区分名、受信機型サイズ、使用上の注意、製造事業者等の氏名又は名称（区分名
及び受信機型サイズについては、液晶及びプラズマに限る。）

消費者の見やすい場所。
ただし、使用上の注意については
本体又は取扱説明書

複写機 品名及び形名、複写速度、エネルギー消費効率、製造事業者等の氏名又は名称 カタログ及び取扱説明書

電子計算機
品名又は形名、区分名、エネルギー消費効率、製造事業者等の氏名又は名称、エネルギー消費効率
の説明

カタログ及び機器選定にあたり製
造事業者等により提示される資料

磁気ディスク装置
品名及び形名、区分名、エネルギー消費効率、製造事業者等の氏名又は名称、エネルギー消費効率
の説明

カタログ及び機器選定にあたり製
造事業者等により提示される資料

ビデオテープレコーダー
品名及び形名、時計等の表示状態の待機時消費電力(時計等の表示機能であって表示・非表示を選
択できるものに限る。)、時計等の非表示状態の待機時消費電力(時計等の表示機能であって表示・
非表示を選択できるものに限る。) 、エネルギー消費効率、製造事業者等の氏名又は名称

カタログ及び取扱説明書

電気冷蔵庫 定格内容積、年間消費電力量、外形寸法、製造事業者等の氏名又は名称
消費者の見やすい場所。
ただし、使用上の注意については
本体又は取扱説明書

※表示事項は、省エネ法において規定するもの（白）、家庭用品品質表示法において規定するもの（水色）のうち省エネに関する表示のみを記載
しています。 なお、エアコンは家庭用、照明器具は卓上スタンド用のみを家庭用品品質表示法で規定しています。
家庭用品品質表示法（http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/hinpyo/）

１．省エネ法の関連規定概説 ②機器の表示義務



なお、表示義務についても、告示の規定に従わない場合には、勧告、命令等の措置が規定されており、裾切り要件は設けていないため全ての
事業者に適用されることになっています。
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カタログ及び取扱説明書
品名及び形名、区分名、ＨＤＤの記憶容量（ＨＤＤを有するものに限る。）、エネルギー消費効率、
製造事業者等の氏名又は名称

ディー・ブイ・ディー・レ
コーダー

性能に関する表示のあるカタログ
及び機器選定にあたり製造事業者
等により提示される資料

品名及び形名、区分名、2.4 ギガヘルツ帯の無線出力（区分名Ｃの場合にあって、2.4 ギガヘルツ
帯のみの無線を送信する場合又は２波を同時に送信する場合に限る。）、5 ギガヘルツ帯の無線
出力（区分名Ｃの場合にあって、5 ギガヘルツ帯のみの無線を送信する場合又は２波を同時に送信
する場合に限る。）、エネルギー消費効率、製造事業者等の氏名又は名称

ルーティング機器

機器名 表示事項 表示場所

ガス調理機器
品名又は形名、区分名、こんろ部エネルギー消費効率(こんろ部を有するものに限る。)、グリル部エ
ネルギー消費効率(グリル部を有するものに限る。)、オーブン部エネルギー消費効率(オーブン部を
有するものに限る。) 、製造事業者等の氏名又は名称

性能表示のあるカタログ及び機器
本体

ガス温水機器 品名又は形名、区分名、エネルギー消費効率、製造事業者等の氏名又は名称
性能表示のあるカタログ及び機器
本体

石油温水機器 品名又は形名 、区分名、エネルギー消費効率、製造事業者等の氏名又は名称
性能表示のあるカタログ及び機器
本体

電気便座
品名又は形名、区分、貯湯量（温水洗浄便座であって貯湯タンクを有するものに限る。）、エネル
ギー消費効率、製造事業者等の氏名又は名称

カタログ及び取扱説明書

自動販売機
品名及び形名、区分、実庫内容積（コールド専用機又はホットオアコールド機に限る。）、調整庫
内容積（ホットアンドコールド機に限る。）、調整熱容量（カップ式飲料用のものに限る。）、エ
ネルギー消費効率、製造事業者等の氏名又は名称

性能表示のあるカタログ及び機器
本体

変圧器
品名及び形名、変圧器の種別、定格容量、相数、定格周波数、定格一次電圧及び定格二次電圧、エ
ネルギー消費効率、基準負荷率、規格名、製造事業者等の氏名又は名称

性能に関する表示のあるカタログ
及び機器選定にあたり製造事業者
等により提示される資料

ジャー炊飯器
最大炊飯容量、区分名、蒸発水量、年間消費電力量、一回当たりの炊飯時消費電力量、一時間当た
りの保温時消費電力量、一時間当たりのタイマー予約時消費電力量、一時間当たりの待機時消費電
力量、製造事業者等の氏名又は名称

消費者の見やすい場所。
ただし、使用上の注意については
本体又は取扱説明書

電子レンジ
外形寸法、加熱室の有効寸法、区分名、電子レンジ機能の年間消費電力量、オーブン機能の年間消
費電力量（オーブン機能を有するものに限る。）、年間待機時消費電力量、年間消費電力量、製造
事業者等の氏名又は名称

消費者の見やすい箇所 。

ただし、使用上の注意については
本体又は取扱説明書

スイッチング機器

品名及び形名、区分名、測定時のポートの回線速度及び回線速度ごとのポートの数、フレーム長が
１５１８バイトの時における最大実効伝送速度、パワーオーバーイーサネット機能による最大供給
電力（パワーオーバーイーサネット機能を有するものに限る。）エネルギー消費効率、製造事業者
等の氏名又は名称

性能に関する表示のあるカタログ
及び機器選定にあたり製造事業者
等により提示される資料

１．省エネ法の関連規定概説 ②機器の表示義務



省エネ性能の表示に関する留意点について

資源エネルギー庁は、省エネ性能の表示に対する消費者の信認を確保する観点から、「エネルギーの使用の合理化に
関する法律」に基づく「トップランナー基準」の対象機器について、製造事業者及び輸入事業者に、それぞれの省エネ性
能の表示に関する点検を要請し、各事業者からの報告結果を２００９年７月３日に公表しました。
点検で確認された誤表示は、表示ルールの正確な理解の不足、単純なミスなどが原因となっています。
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１．省エネ法の関連規定概説 ②機器の表示義務

※詳細資料は http://www.eccj.or.jp/product-info/index.html に掲載しています。



○エアコンディショナー ５００台
○照明器具 ３０，０００台
○テレビジョン受信機 １０，０００台
○複写機 ５００台
○電子計算機 ２００台
○磁気ディスク装置 ５，０００台
○ビデオテープレコーダー ５，０００台
○電気冷蔵庫 ２，０００台
○電気冷凍庫 ３００台
○ストーブ ３００台

○ガス調理機器 ５，０００台
○ガス温水機器 ３，０００台
○石油温水機器 ６００台
○電気便座 ２，０００台
○自動販売機 ３００台
○変圧器 １００台
○ジャー炊飯器 ６，０００台
○電子レンジ ３，０００台
○ディー・ブイ・ディー・レコーダー ４，０００台
○ルーティング機器 ２，５００台
○スイッチング機器 １，５００台

○省エネ法では、目標年度に基準を達成しなかった事業者に対する措置を定めています。基準値を達成
しなかった製造事業者等には、未達成となった理由や効率改善に向けた今後の対応を報告させ、仮に、
当該対応によっても効率改善が不十分な場合には、経済産業大臣が勧告を行い、さらに、本勧告に従
わなかった場合には事業者名の公表、命令といった措置がなされます。また、命令に従わなかった場
合には１００万円以下の罰金に処すこととしています。

○省エネ法では、全て製造事業者等に対して目標年度に基準を達成するようエネルギー消費効率の向
上を義務付けていますが、基準達成には、省エネ性能を向上するための技術開発等の努力が必要に
なります。このため、未達成の措置については、特定機器毎に年間の生産量又は輸入量（国内出荷向
けに限る。）による裾切りの要件を定めています。
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１．省エネ法の関連規定概説 ②判断の基準

■■対象事業者及び未達成の措置について対象事業者及び未達成の措置について



○目標年度を迎えた機器は、目標の翌年度に「製造事業者及び輸入事業者に対する特
定機器に係る業務の状況に関する報告について」という報告依頼が送付されます。

○報告は、経済産業大臣から製造事業者等の代表者あてに送付されます。対象要件に
適合する製造事業者等はエネルギー消費効率と出荷台数を入力し、ご回答いただく必
要があります。報告様式等は以下のＵＲＬにも掲載しております。
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/tokuteikiki/tokuteikikityousa.htm

15

【報告依頼の例（ＤＶＤレコーダー）】

１．省エネ法の関連規定概説 ②その他（報告徴収）



○エネルギーの使用の合理化に関する法律

¾ 第７７～８１条 トップランナー基準達成の義務及

び表示義務とこれら義務の報告徴収、立入検査
、勧告及び命令の根拠条文

¾ 第８６条 小売事業者等の情報提供努力義務

¾ 第９５条 命令に従わない場合の罰則

○エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令

¾第２１条第１～２３号 特定機器の指定

¾第２２条 勧告・命令の対象となる事業者の要件

（生産量又は輸入量）

○エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則

¾第４８条 政令（施行令）で定めた特定機器ののうち、特
定機器から除外する機器（特殊な用途のみに使用される
機器等）を列挙

○告示（判断基準等）

¾２３機器毎にそれぞれ「（特定機器の名称）の性

能の向上に関する製造事業者等の判断の基準

等」が告示として定めており、目標年度、目標基

準値、表示事項、測定方法等を規定。

○トップランナー基準は、目標年度を迎えた機器の見直しや新たな製品の普及拡大による対象機器
の追加等により、法令等が改正されるため、最新の規定を確認する必要があります。
○省エネ法の規制は、法律、政令（施行令）、省令（施行規則）、告示（判断基準等）で構成されており、
それぞれ以下の内容を規定しています。
○特に告示では基準値、表示事項、測定方法等の重要な内容が規定されており、告示の読み方につ
いてはP７、８を参照して下さい。
○なお、省エネ法の関係法令は財団法人省エネルギーセンターのホームページにおいて随時更新し
ており、閲覧することができます。（http://www.eccj.or.jp/law06/index.html）
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■■省エネ法の読み方省エネ法の読み方

１．省エネ法の関連規定概説 ②その他（法律）
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１．省エネ法の関連規定概説 ③今般の主な改正

■トップランナー基準■トップランナー基準 今般の主な改正内容（予定）今般の主な改正内容（予定）

※新基準の詳細は、以下を参照ください。
http://www.eccj.or.jp/toprunner/index.html

※施行は、告示公布後になります。告示は公布後速やかに以下
へ掲載します。

http://www.eccj.or.jp/law06/index.html
２９）特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

●テレビジョン受信機

①対象範囲･･･ＬＥＤバックライトを使用した液晶テレビ、
垂直方向の画素数が１０８０以上であって
水平方向の画素数が１９２０以上のプラズマ
パネルを有するものを追加。

②区分・・・・・・液晶・プラズマの区分を統一し、「画像表示速度」
を区分項目として追加。

③測定方法・・年間消費電力量の算出に、ＥＰＧ取得時の電力
の追加。
動作時消費電力測定時の信号を静止画から
動画に変更。

④目標基準値・・・目標基準値を変更。
⑤目標年度・・・２０１２年度

●蛍光ランプのみを主光源とする照明器具

①対象範囲・・・電球形蛍光ランプを追加。
②区分・・・・・・・点灯方式及び安定器の種類による区分を廃止、

使用する用途、ランプの形状及びランプの
大きさ等に着目した設定に変更。

③目標基準値・・・目標基準値を変更。
④目標年度・・・２０１２年度

●電子計算機

①対象範囲・・・適用範囲の拡大。複合理論性能が１秒につき
５０，０００メガ演算以上２００，０００メガ演算未満
の電子計算機（従来のスーパーコンピュータの
一部）を新たに対象に追加。

②区分・・・・・・・市場での使用実態等に合わせた区分の見直し。
③目標基準値・・・目標基準値を変更。
④目標年度・・・２０１１年度

●磁気ディスク
①対象範囲・・・最大データ転送速度が１秒につき７０ギガバイト超

から２７０ギガバイト以下のものに対象を拡大。
②区分・・・・・・・一部区分について基準の設定が可能となるよう

区分を細分化し、見直し。
③目標基準値・・・目標基準値を変更。
④目標年度・・・２０１１年度
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２．省エネラベリング制度、統一省エネラベル ①制度の概要

○資源エネルギー庁は、省エネ機器の普及促進に向けたラベリング制度を設けており、大きく分けて
製造事業者等によるものと小売事業者によるものの２つに大別されます。

¾「省エネラベル」：トップランナー基準の対象となった機器のうち、特に一般消費者の利用が多い家
庭用機器を中心に、ＪＩＳ規格において、主に製造事業者等が表示するラベルを規定しています。
¾「統一省エネラベル」：テレビ、エアコン、冷蔵庫、電気便座について、消費者が購入時に省エネ性
能についてより認識・比較してもらうため、小売事業者において、省エネラベルも含め、省エネ性能
を５つ星から１つ星の５段階で表示（多段階評価）する統一省エネラベルを作成し、情報を提供して
います。ただし、省エネ達成率の差が小さい機器については、星による表示がない簡易版ラベルと
なります。

目標年度 ２００６年度

省エネ基準達成率

108％

年間消費電力量

175kWh/年
目標年度 ２００６年度

省エネ基準達成率

108％

年間消費電力量

175kWh/年

省エネ基準達成率

91％

年間消費電力量

206kWh/年
目標年度 ２００６年度

省エネ基準達成率

91％

年間消費電力量

206kWh/年
目標年度 ２００６年度

省エネラベルの例省エネラベルの例

（主にメーカーによる表示）（主にメーカーによる表示）

統一省エネラベル及び簡易版ラベルの例統一省エネラベル及び簡易版ラベルの例

（主に小売事業者による表示）（主に小売事業者による表示）

（統一省エネラベル）（統一省エネラベル）

（簡易版ラベル）（簡易版ラベル）
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○自動販売機

△○○ストーブ

制度

製品名

トップランナー
基準

省エネラベリン
グ制度

統一省エネラベ
ル（＊）

エアコンディ
ショナー

○ ○ ○

電気冷蔵庫 ○ ○ ○

電気冷凍庫 ○ ○ △

蛍光灯器具 ○ ○ △

電気便座 ○ ○ ○

テレビジョン

受信機
○ ○ ○

電子計算機 ○ ○

磁気ディスク

装置
○ ○

乗用自動車 ○

貨物自動車 ○

制度

製品名

トップランナー
基準

省エネラベリン
グ制度

統一省エネラベ
ル（＊）

ガス調理機器 ○ ○ △

ガス温水機器 ○ ○ △

石油温水機器 ○ ○ △

変圧器 ○ ○

ジャー炊飯器 ○ ○ △

電子レンジ ○ ○ △

ビデオテープレ
コーダー

○ △

DVDレコーダー ○ ○ △

複写機 ○

ルーティング機
器

○ JIS改正により
○の予定

スイッチング機
器

○ JIS改正により
○の予定

（＊） △印は多段階評価による表示のない簡易ラベル 20

■■機器毎のラベル対応一覧表機器毎のラベル対応一覧表

２．省エネラベリング制度、統一省エネラベル ①制度の概要



省エネラベルの表示例省エネラベルの表示例

2009年7月現在、エアコンディショナー、冷蔵庫、冷凍庫、蛍光灯器具、テレビ、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油

温水機器、電気便座、電子計算機、磁気ディスク、変圧器、ジャー炊飯器、電子レンジ及びＤＶＤレコーダーの１６品目。

2010年度中に、ルーティング機器、スイッチング機器がＪＩＳC9901に追加される予定。

目標年度 ２００６年度

省エネ基準達成率

108％

年間消費電力量

175kWh/年
目標年度 ２００６年度

省エネ基準達成率

108％

年間消費電力量

175kWh/年

○省エネラベルは、製造事業者等が消費者に対し家電製品の省エネ性に関する情報提供を行うこと
により、省エネ効果の高い製品の普及を促進することを目的として、２０００年にスタートしました。

○目標年度、省エネ基準達成率（詳しくは次ページにて解説）、エネルギー消費効率を表示するととも
に、性能を分かりやすく表示するため、省エネ基準を達成した機器には緑色のｅマーク、達成してい
ない機器はオレンジ色のｅマークで表示をしています。

○なお、本制度はＪＩＳC9901（電子・電気機器）、ＪＩＳＳ2070（ガス・石油機器）及びＪＩＳＡ4423（電気便
座）に基づく制度であり、表示は任意となっています。

省エネ基準達成率

91％

年間消費電力量

206kWh/年
目標年度 ２００６年度

省エネ基準達成率

91％

年間消費電力量

206kWh/年
目標年度 ２００６年度

省エネ性マーク

目標年度

エネルギー消費効率

21

（メーカーカタログ）

２．省エネラベリング制度、統一省エネラベル ②省エネラベリング制度

■省エネラベリング制度■省エネラベリング制度



●テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ジャー炊飯器、電子レンジ、電気便座、DVDレコーダー、電子計算機、磁気ディ
スク装置、変圧器、ガス調理器のグリル部およびオーブン部の場合

●エアコン、蛍光灯器具、ストーブ、ガス調理機器のこんろ部、ガス温水機器、石油温水機器の場合

○省エネルギー基準達成率の算出方法はＪＩＳC9901（電子・電気機器）、ＪＩＳＳ2070（ガス・石油機器）
及びＪＩＳＡ4423（電気便座）に規定されています。

○なお、省エネルギー基準達成率は小数点以下を切り捨てて表示することとしています。

例： ９９．５％ → 正 ９９％ ， 誤 １００％

小数点以下切り捨て

小数点以下切り捨て 22

ルーティング機器、スイッチング機器が
追加された場合はこちらの計算式

２．省エネラベリング制度、統一省エネラベル ②省エネラベリング制度

■■省エネルギー基準達成率について省エネルギー基準達成率について



2006年4月に施行された改正省エネ法において、同年10月からテレビ、エアコン、冷蔵庫を対象として
販売店が統一省エネラベルを商品近傍に貼付する運用を開始し、2009年5月には電気便座が対象と
して追加され、2010年4月には蛍光灯器具も対象として追加される予定です。

○統一省エネラベルでは、市販している製品を相対評価により表示し、比較が容易な情報を提供する
ために多段階評価による表示を実施しております。他方、市販品の性能差が小さい機器については、
多段階評価のない簡易版ラベルを用いて表示しています。

○また、消費者の購入の目安として年間電力料金も合わせて表示しています。

●簡易版ラベルの例（ＤＶＤレコーダー）

23

省エネルギーラベル

２．省エネラベリング制度、統一省エネラベル ③小売事業者表示制度

■■小売事業者の情報提供に係る努力義務小売事業者の情報提供に係る努力義務
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■多段階評価基準設定の考え方
①市販されている製品における省エネ基準達成機種の割合（２割未満、２割以上４割未満、４割以上６割未満、６割以上）から１００％の位置
が決められます。

②省エネ基準達成率の最高値と１００％との間、省エネ基準達成率の最低値と１００％との間は、区分数で均等に達成率を分割して設定さ
れます。

○多段階評価基準は、省エネラベリング制度の省エネ基準達成率を用いて1つから5つ星印で表し、トップ
ランナー基準を達成した製品の市場割合と、市販されている製品の省エネ基準達成率の最高値と最低値
を用いて設定され、経済産業省告示で定められています。

○多段階評価の対象範囲の条件
（１）トップランナー基準の対象機器であること。
（２）省エネラベリング制度の対象機器であること。
（３）主に家庭用として使用されるものであること。
（４）機器単体のエネルギー消費量が特に多いと認められるもの。
（５）「多段階評価基準の設計方法」に記載されている方法により基準を作成した場合に、各区分の省エ
ネ基準達成率の差が概ね５％を超えるもの。

２．省エネラベリング制度、統一省エネラベル ③小売事業者表示制度



○統一省エネラベルの対象機器は、モデルチェンジによりエネルギー消費効率が向上することから、
一定の期間後には、全体の分布が多段階評価の上位区分に偏ることが予想されます。

○このため、定期的に段階評価の基準の改定を行うこととし、その時期としては、全体におけるトップ
ランナー基準達成機器の機種割合が現行多段階評価基準の設定時の機種割合と比較して、３割
以上増えた場合等の状況を踏まえて決定しています。

○ ２００９年５月にエアコン、電気冷蔵庫の多段階評価を改定しました。

今般、２０１０年４月より液晶・プラズマテレビの多段階評価を改定予定です。

《冷蔵庫（２００８年度）》 《冷蔵庫（２００９年５月）》

多段階評価見直しの例 （２００９年５月改定冷蔵庫の場合）
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２．省エネラベリング制度、統一省エネラベル ③統一省エネラベル

■■多段階評価制度の切り替えについて多段階評価制度の切り替えについて

多段階評価 省エネ基準達成率

　　　★★★★★ 　　１００％　以上

　　　★★★★ 　　　９０％　以上　１００％　未満

　　　★★★ 　　　８０％　以上　　９０％　未満

　　　★★ 　　　７０％　以上　　８０％　未満

　　　★ 　　　７０％　未満

多段階評価 省エネ基準達成率

　　　★★★★★ 　　１４４％　以上

　　　★★★★ 　　１２２％　以上　１４４％　未満

　　　★★★ 　　１００％　以上　１２２％　未満

　　　★★ 　　　８３％　以上　１００％　未満

　　　★ 　　　８３％　未満



■■小売事業者における表示制度小売事業者における表示制度

26

２．省エネラベリング制度、省エネ型製品情報サイト ③統一省エネラベル

～２０１０年度の多段階評価基準～

多段階評価 省エネ基準達成率

　　　★★★★★ 　　１４４％　以上

　　　★★★★ 　　１２２％　以上　１４４％　未満

　　　★★★ 　　１００％　以上　１２２％　未満

　　　★★ 　　　８３％　以上　１００％　未満

　　　★ 　　　８３％　未満

《冷蔵庫》

多段階評価 省エネ基準達成率

　　　★★★★★ 　　１５０％　以上

　　　★★★★ 　　１２５％　以上　１５０％　未満

　　　★★★ 　　１００％　以上　１２５％　未満

　　　★★ 　　　７８％　以上　１００％　未満

　　　★ 　　　７８％　未満

《電気便座》



■■２０１０年度２０１０年度の多段階評価基準の多段階評価基準
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２．省エネラベリング制度、省エネ型製品情報サイト ③統一省エネラベル

《エアコン》 《ブラウン管テレビ》

多段階評価 省エネ基準達成率

　　　★★★★★ 　　１０９％　以上

　　　★★★★ 　　１００％　以上　１０９％　未満

　　　★★★ 　　　９０％　以上　１００％　未満

　　　★★ 　　　８０％　以上　　９０％　未満

　　　★ 　　　８０％　未満

多段階評価 省エネ基準達成率

　　　★★★★★ 　　１２７％　以上

　　　★★★★ 　　１１８％　以上　１２７％　未満

　　　★★★ 　　１０９％　以上　１１８％　未満

　　　★★ 　　１００％　以上　１０９％　未満

　　　★ 　　１００％　未満



２．省エネラベリング制度、省エネ型製品情報サイト ③今般の改正内容

28

■液晶・プラズマテレビの多段階評価基準変更（２０１０年４月施行予定）■液晶・プラズマテレビの多段階評価基準変更（２０１０年４月施行予定）

新たな基準
で測定した
もの

《液晶・プラズマテレビ（２００９年度）》

多段階評価 省エネ基準達成率

　　　★★★★★ 　　１６４％　以上

　　　★★★★ 　　１４３％　以上　１６４％　未満

　　　★★★ 　　１２１％　以上　１４３％　未満

　　　★★ 　　１００％　以上　１２１％　未満

　　　★ 　　１００％　未満

《液晶・プラズマテレビ（新基準）》

多段階評価 省エネ基準達成率

　　　★★★★★ 　　１００％　以上

　　　★★★★ 　　　８３％　以上　１００％　未満

　　　★★★ 　　　６６％　以上　　８３％　未満

　　　★★ 　　　４９％　以上　　６６％　未満

　　　★ 　　　４９％　未満



２．省エネラベリング制度、省エネ型製品情報サイト ③今般の改正内容

29

旧基準では、多段階評価基準設定はなし

《蛍光灯器具（２００９年度）》 《蛍光灯器具（新基準）》

多段階評価 省エネ基準達成率

　　　★★★★★ 　　１２４％　以上

　　　★★★★ 　　１１２％　以上　１２４％　未満

　　　★★★ 　　１００％　以上　１１２％　未満

　　　★★ 　　　７９％　以上　１００％　未満

　　　★ 　　　７９％　未満

■蛍光灯器具の多段階評価基準設定（２０１０年４月施行予定）■蛍光灯器具の多段階評価基準設定（２０１０年４月施行予定）
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１．省エネ法の関連規定概説
①省エネ法、トップランナー基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
②機器の表示義務、判断の基準、その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
③今般の主な改正内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

２．省エネラベリング制度、統一省エネラベル
①制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
②省エネラベリング制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
③小売事業者表示制度、統一省エネラベル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
④今般の改正内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

３．省エネ型製品情報サイト、二次使用について
①省エネ型製品情報サイト 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
②省エネ型製品情報サイト 実務変更点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４
③しんきゅうさんへの連携概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６
④その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８



■小売事業者における表示制度運用支援

○省エネルギーセンターホームページのトップページにある、「統一省エネラベル」をクリック

→ 統一省エネラベルを印刷できるサイト（省エネ型製品情報サイト）が表示される

様式が指定された「統一省エネラベル」の対象４製品を含む、小売事業者
表示対象の１４機器の省エネ性能情報をメーカーより収集・表示。統一省エ
ネラベル及び簡易ラベルを簡便に印刷できるシステムを構築・公開。 31

３．省エネ型製品情報サイト、二次使用について ①省エネ型製品情報サイト 概要

（http://www.eccj.or.jp/cgi-bin/real-catalog/index.php）



①家電か、ガス・石油製品かを選択 → 製品を選択

（サイズや容量での絞り込み可能、メーカーや型番などを指定して検索も

可能）

②検索ボタンをクリックするとエネルギー消費効率の良い順にランキング表示

■小売事業者における表示制度運用支援

32

①

②

○販売店以外、一般消費者も閲覧可能
●家電製品、エアコン、で検索したサンプル一覧画像

（http://www.eccj.or.jp/cgi-bin/real-catalog/index.php）

３．省エネ型製品情報サイト、二次使用について ①省エネ型製品情報サイト 概要



■省エネ型製品情報サイトの使い方

①

②

③

①型番やＪＡＮコードでの検索が可能です。

最初の１文字だけでも検索可能です。

半角全角の違いは判別不可。

②毎年３月末（３／２０前後）は、ラベル切替準備のため

新年度版ラベル印刷可能なよう選択できるようにして

います。４月１日からは新年度版ラベルしか印刷出来

ません（詳細は以下を参照ください）。

http://www.eccj.or.jp/labeling_program/law/index.html

③本サイトに掲載している製品は、消費者が全国どこでも

入手可能（店頭でも通販でも）なものです。プライベート

ブランドや設備業者様向けの製品に関しては、メーカー

カタログの数値から数字を入力してラベル作成してくだ

さい（複数製品のラベルを出したい場合は、「統一ラベル

作成用エクセルダウンロード」から作成してください）。

詳細は、「検索・印刷のヒント」の１０ページ以降を参照

ください。
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３．省エネ型製品情報サイト、二次使用について ①省エネ型製品情報サイト 概要



34

■販売店向け

＜検索結果画面＞

３．省エネ型製品情報サイト、二次使用について ②実務変更点

新基準施行に伴い、検索画面が変更になります。

＜検索画面＞

2010年度を選ぶ2012年度を選ぶ



■新基準施行に伴う実務作業について新基準施行に伴う実務作業について

基本的に告示が公布されてから、製品情報入力（製造事業者様等）・ラベル出力（販売店様）できるようになります。

いつから作業可能になるかは関係者へメール配信若しくはサイトの「新着情報」等でお知らせします。

■更新された情報の判別について更新された情報の判別について

省エネ法改正とは別に、販売店に新規登録製品が一目で分かるよう、本サイトに掲載されてから１ヶ月
は型番前に「New」マークを２００９年４月より付けていますが、製品情報に更新がかかった後、販売店で
は情報が変わったことが認識できないため、ラベルに関係する更新があっても再掲出ができないケース
が考えられました。

そこで、既登録製品に情報更新がかかったことを分かりやすくするため22年3月中旬頃より
マークを機種名前に付与することにしています。

ただし、新規登録のあと１ヶ月以内の更新は、「New」マークが優先されます。また、「本サイト掲載日」に
１ヶ月以上前の日付を入れて登録したものについては「New」ではなく「Update」がつくことになります（１ヶ
月以上前に発売開始されているが事情により掲載が遅れ、過去の日付で登録しようとした場合など）。

35

３．省エネ型製品情報サイト、二次使用について ②実務変更点



○昨年２月より稼働している環境省主導の省エネ製品買換ナビゲーションツール「しんきゅうさんしんきゅうさん」のデータに本 サイ
トのデータを提供しています。（新規登録・更新情報を１回／日の頻度で提供。今後、エアコン、冷蔵庫、テレビ、
照明、の４品目に加え、電気便座も２０１０年２月より対象になります。）

○このような状況の中、環境省より本サイトの運営主体である経済産業省に対して、「しんきゅうさん」のデータを環境
省が新たに立ち上げる「CO2CO2情報提供ツール（仮称）情報提供ツール（仮称）」でも使用したいという申し出がありました。本ツールでは「しん

きゅうさん」の「まとめて比較」とほぼ同じ機能を有しており、本機能において「しんきゅうさん」のデータをそのまま活
用することが想定されています。

上記、ご理解いただきますようお願い致します。（なお、「しんきゅうさん」に自動連携しているデータは、省エネ型製
品情報サイト運用当初２００６年から入力いただいているデータのことを指します。）

36しんきゅうさんサイト：http://shinkyusan.com/index.html

＜かんたん比較（冷蔵庫結果画面）＞

連携情報はこういう部分
の選択肢へ反映されます

今お使い
の製品

ご購入予
定の製品

３．省エネ型製品情報サイト、二次使用について ③しんきゅうさんへの連携概要



■しんきゅうさんＱＲコードラベルの印刷■しんきゅうさんＱＲコードラベルの印刷

①

②

①ＱＲコードラベル印刷したい製品をチェックする

②ラベルタイプで「ＱＲコードラベル」を選び、大・中・小いづれかの印刷ボタン
をクリックする
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３．省エネ型製品情報サイト、二次使用について ③しんきゅうさんへの連携概要
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２．エコポイントについて
当サイトとエコポイントは連動していません。エコポイントの申請、問い合わせは別途エコポイン
ト事務局までお願いいたします。エコポイントの対象にするために本サイトに登録を希望される場
合は、日にちに余裕を持ってメーカー登録、製品登録いただけますようお願いいたします。

エコポイント事務局：http://eco-points.jp/

３．その他
本サイトの登録作業・ラベル出力に関するお知らせは、「新着情報」等に随時掲載いたします。

３．省エネ型製品情報サイト、二次使用について ④その他


